
平成 30年４月 定例教育委員会 議事録 

 

日 時 平成 30年 4月 25日（水） 開会 17時 02分 

  閉会 18時 20分 

場 所 教育委員会室 

 

出席者 教 育 長 寺岡 悌二 

  教育委員 福島 知克 教育委員（教育長職務代理者） 

   明石 光伸 教育委員 

   髙橋  護 教育委員 

   小野 和枝 教育委員 

   議事録署名委員 髙橋 護 教育委員 

 

教 育 庁 稲尾  隆  教育参事 

高橋 修司  教育次長兼社会教育課長 

月輪 利生  教育政策課長 

姫野  悟  学校教育課長 

花木 敏寿  スポーツ健康課長 

藤田 一樹  教育政策課参事 

亀川 義徳  学校教育課参事兼総合教育センター所長 

利光 聡典  社会教育課参事 

塩地 美千代 人権同和教育啓発課参事兼学校教育課参事 

加藤 ひろみ 教育政策課課長補佐 

志賀 貴代美 教育政策課課長補佐兼指導主事 

 傍 聴 人 ０名 

 

議事日程 第１ 議事録署名委員の指名について 

  第２ 別府市いじめ対策連絡協議会設置要綱の制定について 

   【議第 14号】   

 第３ 別府市いじめ防止基本方針の改正について【議第 15号】 

 第４ 別府市社会教育委員の委嘱について【議第 16号】 

 第５ 別府市公民館運営審議会委員の委嘱について【議第 17号】 

 第６ 別府市知見活用委員会委員の委嘱について【議第 18号】 

 第７ 別府市障害者差別等事案解決委員会委員の推薦について 

  【議第 19号】  

 

報告事項 （1）平成 30年度別府市教育庁組織及び事務分掌について 

【報告第５号】 

 （2）別府市立学校のいじめ事案に関する調査結果報告について 

【報告第６号】  ※非公開 

 

そ の 他 （1）図書館・美術館一体的整備について（経過報告） 

 （2）平成 30年度中学校体育大会 教育委員訪問日程について 

 （3）平成 30年度大分県市町村教育委員会連合会総会について 

 （4）５月定例教育委員会の開催日程について 
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◎ 開 会 

 

寺岡教育長 ただいまより平成 30年４月の定例教育委員会を開会いたします。 

 

 

 

◎ 議事録署名委員の指名について 

 

寺岡教育長 議事日程第１、議事録署名委員について、本日は髙橋委員さんにお願い

します。 

 本日の議事のうち、報告事項（２）報告第６号 別府市立学校のいじめ

事案に関する調査結果報告につきましては、別府市教育委員会会議規則

第６条第１項の規定によりまして、非公開とすることを提案いたします。 

お諮りいたします。報告第６号を非公開とすることに賛成の委員の挙手

をお願いいたします。出席者の３分の２以上でございますので、これを

非公開といたします。また、これにつきましては審査順序を入れ替え、

最後に審議を行います。 

 

 

 

◎ 別府市いじめ対策連絡協議会設置要綱の制定について 

 

寺岡教育長 議事日程第２、議第 14号 別府市いじめ対策連絡協議会設置要綱の制定

についてです。この件につきまして、説明をお願いいたします。 

 

総合教育センター所長 議案の１ページをご覧ください。議第 14号 別府市いじめ対策連絡協議

会設置要綱の制定について、別府市教育委員会所管事務委任規則第２条

第１項第２号の規定により議決を求めるものです。 

 ２ページをご覧ください。いじめ防止対策推進法第 14条第１項の趣旨に

基づきまして、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るた

めに、この別府市いじめ対策連絡協議会を設置するというものです。所

掌事務といたしましては、いじめに関する施策の効果的推進、事案に対

する指導及び助言、連絡協議会を組織する機関及び団体相互の情報交換

に関すること等となっております。組織といたしましては、大分県中央

児童相談所、大分地方法務局、大分県警察等、記載のとおりとなってお

ります。また、庶務は教育庁学校教育課が行うものとなっております。

以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま議第 14号につきまして説明がございました。これより質疑を行

います。委員の皆様、何かございますでしょうか。 

  

福 島 委 員 範囲はどうなっていますか。例えば明豊はこの中に含まれるんですか。 

 

議 事 録 
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総合教育センター所長 範囲は公立学校になっております。 

 

福 島 委 員 公立学校だけですか。私立は含まれないんですか。 

 

総合教育センター所長 はい。 

 

髙 橋 委 員  第３条、組織の(７)と、第４条の２項が重複しているような感じがする

んですけども。例えばここに弁護士さんとかいう職種の方も入ろうかな

と思うんですけど、そういう名称を使わないでされたんでしょうけど、

これは条文として載せていただいたほうがよろしいというご判断でしょ

うか。 

 

総合教育センター所長 重複するというご指摘がありましたが、このとおりになっております。

詳しくその時その時によりまして、第４条の２項により出席を求めるも

のとなっております。 

 

学校教育課長 今ご指摘の点でございますけれども、第３条の(７)その他教育委員会が

必要と認める機関及び団体でございます。これに対して、第４条の２項

は、教育長は必要があると認めるときは、連絡協議会の会議に連絡協議

会を組織する機関及び団体以外の者の出席を求める、ということになっ

ておりますので、この(７)の団体ではない人でもいいですよ、というふ

うに解釈をしていただければと思います。 

 

明 石 委 員 (７)は例えばどんな団体を想定されているんですか。 

 

総合教育センター所長 詳しくは、その時その時の状態によるものだと考えておりますが、それ

ぞれ(１)(２)(３)が、児相は福祉、法務局は人権、警察は事件性という

ようなことですので、それ以外のことがありましたら、その状態によっ

て臨時的に組織するといった状況になっております。 

 

明 石 委 員 それはそうなんですけど、どんなのがあるのかなと思って。 

 

福 島 委 員 お医者さんもそうですよ。 

 

学校教育課長 そのとおりでございます。あとは、大分県の教育委員会、それから市役

所内の福祉保健部子育て支援課以外の課とかですね、そういうところが

想定されると思います。 

 

明 石 委 員 それと、教えてもらいたいんだけど、会を総理するという言葉はどうい

う意味ですか。今までも出てきていましたかね。 

 

福 島 委 員 ないことはないですね。 

 

学校教育課長 この文言につきましては、多分こういった要綱ですとか条例等にもよく

使われている言葉でございます。意味からすれば、全てを統括するとい

う意味になりますので、いわゆる一般的な「総括」「統括」よりも、い
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ろんな組織をいっぺんに束ねる、まさに総理大臣のような、そういった

イメージを持って使われることが多いということでございます。 

 

寺岡教育長 その他、よろしゅうございますか。他に質疑等もないようでございます

ので、以上で質疑を打ち切り、議第 14号は、原案のとおり議決すること

にご異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようですので、議第 14号は議決することに決定いたしまし

た。 

 

 

 

◎ 別府市いじめ防止基本方針の改正について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第３、議第 15号 別府市いじめ防止基本方針の改正につい

てでございます。この件につきまして説明をお願いいたします。 

 

総合教育センター所長 別府市いじめ防止基本方針の改正について、別府市教育委員会所管事務

委任規則第２条第１項第１号の規定により同意を求めるものでございま

す。別冊の「別府市いじめ防止基本方針（案）」と新旧対照表をご覧に

なりながら、ご説明をさせていただきます。 

1 ページ目になります。今回のこの改正は、いじめ防止対策推進法、平

成 25年にできておりますが、この法に基づいていじめの防止等のための

対策、基本方針については、３年を目途に検討されるということで、こ

の度、平成 29 年３月 14 日に国、同年 10 月 18 日に県と、基本方針が改

定されました。これを受けて別府市も、別府市基本方針を改定するもの

となっております。このことによりまして、２ページになりますが、学

校いじめ防止基本方針も一部見直すというものになっております。特に、

下線部が変更、または追加になっておりますので、ご説明させていただ

きます。まずは３ページになりますが、下線部の「けんかやふざけ合い

であっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景に

ある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該

当するか否かを判断するものとする」というところが付け加えられてい

ます。同じページになりますが、その具体的ないじめの態様が追加とな

っています。 

続きまして 11ページになります。特にこの部分が重大になっていますが、

別府市のいじめ問題の取組ということで、具体的には 12ページ、①の別

府市いじめ問題調査委員会の設置ということで、３月議会で可決いたし

まして３月の定例教育委員会でも報告をいたしました、いじめの対策委

員会等設置条例の中に盛り込んでいるものになります。重大事態が起こ

った場合に、市長が設置し再調査を行うという、この調査委員会の設置

が新しく追加されております。２の「別府市教育委員会の取組」の中で、

(１)別府市いじめ対策連絡協議会の設置、これは今読み上げました前項

で議決した分の会議になっております。こちらのほうも新たに改正にな
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っております。13ページの(２)別府市いじめ対策委員会の設置というこ

とで、こちらも３月議会での条例の内容となっております。３月の定例

教育委員会で報告した内容になっております。 

続きまして、18ページですが、学校のいじめ対策の中で、学校いじめ対

策組織、特に校内のいじめ防止等対策委員会の設置ということで、この

具体的な役割が明記されております。19ページ、いじめに対する措置と

いうことで、①になりますが「いじめを発見し、又は相談を受けた場合

には、速やかに校内の対策委員会に報告し、組織的に対応するというこ

とで、学校の特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、校内対策

委員会に報告を行なわないことは、法第 23条第１項の規定に違反し、懲

戒処分の対象となり得る」ということで、追加になっております。 

続きまして、20ページになります。いじめの解消ということで、こちら

のほうも追加になっております。①の「いじめに係る行為が止んでいる

こと」、②の「いじめを受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていないこ

と」ということで、具体的に掲載されております。特にいじめに係る行

為が止んだとき、アの「行為が止んでいる状態が少なくとも３か月を目

安とする」ということで、具体的な数値も入っております。 

最後になりますが、別冊の別府市いじめ防止基本方針の案になります。

21ページ、最後のページになりますが、こちらが「いじめ（重大事態を

含む）発生時の対応」ということで、概要のフロー図を掲げさせていた

だきました。いじめの重大事態を中心に、別府市いじめ対策委員会が設

置をするところと、重大事態の場合は市長への報告、状況によっては、

市長が再調査のために、別府市いじめ問題調査委員会を設置するという

ところと、右側ですが、先ほどありました別府市いじめ対策連絡協議会、

こちらのほうは関係機関との連携のために設置するということで、フロ

ー図のほうに載せさせていただきました。以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま議第 15号につきまして説明がございました。これより質疑を行

います。委員の皆様、何かございますでしょうか。 

平成 26 年に基本方針を策定して、平成 29 年に国と県が改正しましたの

で、それに伴いまして別府市のほうも改正したということでございます

けども、かなり具体的にいじめ対策が組織化されたということです。 

 

明 石 委 員 窓口を明確にするというのがどこかにありましたよね、一番大事なとこ

ろだけど。18ページですね、②のア「いじめの相談・通報を受け付ける

窓口の明確化」、これは具体的に学校現場ではどんなものですか。投書箱

みたいなものですか。これは大事なところですね。今はどうなっている

んですか。 

 

総合教育センター所長 実際には、やはり窓口というのは学級担任ですとか、一番身近な誰でも、

生徒が一番相談しやすいというのが実際の窓口になると思いますが、学

校の中では、いじめ不登校担当教員という役割の教職員がおりますので、

こちらのほうを窓口にして、何かあったときはその先生を中心に、校長・

教頭を含めた対策委員会を校内で開くという形になっております。それ

を今回は、特にいじめがあったときは、いじめ防止の対策委員会を正式

に持っていくという形になっております。 
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福 島 委 員 窓口の明確化と書いていますからね。今のは、漠然と担任の先生ですか

ら。 

 

明 石 委 員 今までとあまり変わらないような気がするから。セクハラと一緒で、同

じようなところに言えないんです、なかなか。違うところでないと。だ

からそういう意味かなと思ったけど、今の説明だったら、今までとあま

り変わらないね。一番親しい先生に相談するというか。それでいいのか

なと思って。それで上手くいかなかったからこうなったんじゃないんで

すか。 

 

学校教育課長 窓口の捉え方が、人、物、こと、場所とかいろいろあると思います。現

状はやっぱり生徒指導の先生、あるいは養護教諭の先生、そういった方

が多くなると思いますけど、要は、それを生徒にしっかりと、何かあっ

たらこの先生方が代表で受け付けるからいつでもおいで、ということを

しっかりと伝えると。でも他の先生でもいいんだよということをもちろ

ん言いますけど、それと同時に、例えば学校によっては、どこの学校か

忘れましたけど、投書箱じゃないですけど相談箱みたいなのを置いて、

先生たちに言いにくいことはこれに入れよと、そういう取組をしている

学校もありますので、そういった意味での物としての窓口、そういった

ことも考えられるかなと思います。特段今までと何か仕組みが変わるか

というと、それはないんですけど、もっと明確にこの人ということを位

置づけるということかなと思います。 

 

明 石 委 員 まあ明確に、今度から何でも言いなさいよと明確化しますといってもど

うだろう。何か物理的なものがないと。 

 

寺岡教育長 今年学校から見えられた参事さん、例えば小学校はどうでしょうか。 

 

人権同和教育啓発課参事 具体的に、私も経験上いろんなパターンを経験してきたんですが、やっ

ぱり子どもが一番言いやすいというのが、その子にとっては親であった

り、全然学校と無関係な相談電話であったりすることが多いので、学校

としては、やはり情報が入りやすいように、子どもたちに対しては、と

にかく自分が悩んだことは誰かにお話を必ずしなさいよ、というような

教育をしているし、それで入ってきた情報が、例えば本人からじゃなく

て、友達だったり、あるいは保護者の友達の保護者だったりというよう

なこともあるので、学校の体制としてはしっかりその情報をきちんと丁

寧に聞いて、迅速に対応するということを心がけるということしか、い

じめを広く把握するということができにくいというふうに思います。た

だ、今学校教育課長が言ったような目安箱のようなものとか、全然利害

関係のない相談電話とか相談員というような人がいるということだけで

も安心はするのかなというふうに思います。 

 

寺岡教育長 中学校はいかがですか。 

 

教育政策課参事 以前私が勤務していた学校では、校長が、やはり今出ました目安箱を廊
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下に設置をしておりまして、いじめの受付に限らず、どんなことでも気

軽に投書して、直接校長がそれを毎日確認をして、その対応、対策にあ

たるというようなシステムを作っておりました。また、今出ました学校

だけがいじめの受付の窓口ではなくて、生徒・保護者に広くいろんな関

係機関があるんだということを、チラシやカード等を使って知らせると

いうこと、とにかく自分が訴えやすい機関、人がたくさんあるんだ、選

択肢があるんだということを知らせることをしております。それから校

内では、とにかく組織的に対応するということを、安心を与えるために

も、これも生徒･保護者のほうに周知徹底をしていくということで、必ず

解決に向けて全力で先生たちが取組むという姿勢をきちんとアピールし

ていくというところが、より一層明確化していくというのが今回だと思

います。以上です。 

 

寺岡教育長 どうでしょうか、窓口の明確化ということは。 

 

明 石 委 員 一番子どもたちが疑問に思うのは、せっかく親しい先生だからと思って

言っても、それをきちんと取り上げてくれないというのが、それから不

信感で内にこもってね、登校拒否とかね。そういった取り上げてあげる

という、その辺が本当に一番だと思いますよ、僕はね。 

 

総合教育センター所長 ここの項目ですが、学校いじめ対策組織ですね、今委員が言われたよう

に、校内のいじめ防止等の対策委員会の窓口を誰にするかということを

しっかり決めておくということが大事で、子どもからの相談窓口という

のは多種多様あるのではないかなと思いますが、それを受けた先生がど

の先生にきちんと言って、組織的に委員会を開くということの窓口にな

ると考えておりますので、そこをきちんと明記するという、先生同士の

窓口というところで受け取っていただければと思います。そして組織的

に対応するということで。 

 

明 石 委 員 ぜひね、その辺を。せっかく子どもたちも、言おうか言うまいかものす

ごく悩みに悩んだ末、言ったら反応を何もしてくれなかった、というこ

とにならないように。 

 

寺岡教育長 その他、委員さんよろしいですか。 

 

明 石 委 員 ３か月ぐらいでいいんですか。いじめを受けた児童生徒に対する心理的

又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が３か月で。 

 

総合教育センター所長 今までは目安がなかったものですから、これは国の基本方針のほうに合

わせております。 

 

明 石 委 員 ３か月止めば大体もう止むと。 

 

総合教育センター所長 ただこれで終わりだ、ということではなくて、３か月が過ぎてもその子

どもが被害に遭ったりまた加害をしたりということは、継続的な指導・

支援はこちらのほうに明記しているところであります。以上です。 
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髙 橋 委 員  一応目安として３か月と設定されたと思うんですけど、加害側と被害側

と、随分思いも違うと思うんですよね。だから、例えば同じクラスの子

どもさん同士でしたら、ずーっと続いていくんですよね、被害を受けた

子が。その辺においては、やっぱり先生方がその子が卒業するまでケア

してあげるという姿勢、姿がないと、なかなか心癒されてないと思うん

で、一応そのいじめと認定して、それが解消されたという目安として３

か月ということで設定されたんでしょうけど、心の面では３か月じゃな

いということは、大事にしていかなければいけないんじゃないかなと思

いますね。 

 

寺岡教育長 他はよろしゅうございますか。他に質疑等もないようでございますので、

以上で質疑を打ち切り、議第 15号は、原案のとおり議決することにご異

議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようですので、議第 15号は議決することに決定いたしまし

た。 

 

 

 

◎ 別府市社会教育委員の委嘱について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第４、議第 16号 別府市社会教育委員の委嘱についてでご

ざいます。この件につきまして説明をお願いします。 

 

教育次長兼社会教育課長 ５ページをお願いいたします。別府市社会教育委員の委嘱について、別

府市教育委員会所管事務委任規則第２条第１項第７号の規定により議決

を求めるものでございます。 

６ページ７ページをご覧ください。昨年４月の定例教育委員会でご承認

いただきました別府市の社会教育委員、これは任期が２年ということで、

平成 29 年の４月から 31 年の３月までということでご承認いただいてお

りますが、６ページの上のほうに、今回新しく委員になっていただく補

充委員３名、それから辞任委員３名ということで書いております。辞任

の理由につきまして、それぞれ、別府市立北部中学校校長、平野先生が

定年退職、それから、前立命館アジア太平洋大学教授であります小崎先

生も退官ということで、退職に伴う入れ替えがございます。それと、竹

田さんにつきましては、町内公民館連合会会長の役員交代に伴うという

ことで、新しく副会長の田原さんをご推薦いただきました。この方は、

現行副会長ということでございますが、また総会で会長になる見込みと

いう話を会長のほうから聞いております。補充委員につきましては、東

山中学校の校長であります赤峰先生、それと、今申し上げました田原さ

ん、それと、立命館アジア太平洋大学からは、教育開発・学修支援セン

ターの教授であります新谷先生ということで、ご提案させていただきた

いと考えております。右のページの一覧につきましては、新しい方と辞
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任された方を入れ替えた形の名簿ということで、任期につきましては、

残りの任期ということで、平成 31 年３月 31 日ということでお願いした

いと考えております。以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま議第 16号につきまして、説明がございました。これより質疑を

行います。委員の皆様、何かございますでしょうか。 

特に質疑等もないようでございますので、以上で質疑を打ち切り、議第

16号は原案のとおり議決することにご異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようですので、議第 16号は議決することに決定いたしまし

た。 

 

 

 

◎ 別府市公民館運営審議会委員の委嘱について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第５、議第 17号 別府市公民館運営審議会委員の委嘱につ

いてでございます。この件につきまして説明をお願いします。 

 

教育次長兼社会教育課長 ８ページをご覧ください。別府市公民館運営審議会委員の委嘱について、

別府市教育委員会所管事務委任規則第２条第１項第７号の規定により、

議決を求めるものでございます。 

９ページをご確認いただきたいと思います。この公民館の運営審議会の

委員さんにつきましては、任期は２年でございますが、今年が２年目で

最後になっておりまして、６月 30日までの任期ということでございます。

今回の交代につきましては、青山中学校の福田正気前校長、南小学校の

森日出夫前校長、お二方の定年退職に伴いますもので、新たに、中部中

学校の篠田校長、緑丘小学校の小林校長のお二人を補充ということで、

残りの任期が６月 30日ということで、委員を交代したいと考えておりま

す。10ページにその更新後の委員ということで挙げさせていただいてお

ります。以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま議第 17号につきまして、説明がございました。これより質疑を

行います。委員の皆様、何かございますでしょうか。 

 

髙 橋 委 員  先ほどの社会教育委員さんの件にも少し関わりがあるんですけど、例え

ば、補充委員で今回審議委員会の委員になっていただいたお二人の先生、

５月に総会があるのか６月にあるのか分かりませんけど、任期が６月 30

日ですよね。そうすると、その次はどうなるのかなというふうな問題が

あるので、どうでしょうかね、委員の中に学校現場の校長先生に委員を

お願いするという形を取るよりも、むしろ現場の先生方というのはオブ

ザーバーみたいなことで、参画されるという形を取られたほうが、退職

してもう辞めてしまう、でも任期は６月 30日だと短いわけですから、そ

の辺が毎年毎年やり繰りしていて、他の委員さんたちに与える影響とい
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うのはどうなんだろうなと心配しているんですが、その辺はいかがです

か。 

 

教育次長兼社会教育課長 ずっと現役の校長先生、それも校長会なりから推薦された校長会の役員

の先生方を紹介していただいております。また、この公民館の運営につ

きましては、学校現場と地域を繋ぐという非常に重要な面もございまし

て、ぜひ学校現場の校長先生を入れるというのは、他の委員さん方も非

常に頼りにしていると申しましょうか、重要な要因になってございます。

また、今回ちょうどこれが６月で交代になるものですから、またその交

代の前にですね、委員会にお諮りしてですね、新たに更新と。それから

新しい人に代わる場合もありますし、ただこのお二方については６月以

降もお願いしようという事務局の考えはございます。やはり公民館の運

営の審議会というのは、校長先生は欠かせない存在になっております。 

 

寺岡教育長 他にはよろしゅうございますか。では他に質疑等もないようでございま

すので、以上で質疑を打ち切り、議第 17号は原案のとおり議決すること

にご異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようですので、議第 17号は議決することに決定いたしまし

た。 

 

 

 

◎ 別府市知見活用委員会委員の委嘱について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第６、議第 18号 別府市知見活用委員会委員の委嘱につい

てでございます。この件につきまして説明をお願いします。 

 

教育政策課長 11ページをご覧ください。別府市知見活用委員会委員の委嘱についてで

ございます。 

12ページをご覧ください。別府市教育委員会所管事務委任規則第２条第

１項第 10号の規定により議決を求めるものでございます。地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第 26条にございますとおり、評価を行うも

ので、２項には「点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。」と規定されております

ので、それに従いまして、別府市知見活用委員会委員を、国立大学法人

大分大学教職大学院教育行政学の山崎清男特任教授、立命館アジア太平

洋大学教育開発・学修支援センターの新谷なをみ教授、別府大学文学部

教育学の今井航教授、の３名の方にお願いしたいと考えております。山

崎氏は、大分県内における教育学の第一人者であり、大分大学附属中学

校の校長を務めたこともあり、学校現場の状況に詳しい方でございます。

新谷氏は、今年度新たにお願いします委員でございますが、先ほど社会

教育委員としても名前が挙がった方でございます。現職の頃は、英語科

教諭及び校長として中学校に勤務しており、人権同和教育啓発課参事や
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総合教育センター所長も務め、学校現場、教育行政ともに経験のある方

でございます。今井氏は、別府大学におきまして将来教職の道に進もう

としている学生の指導を行っており、以前、アウトリーチ支援事業の委

員もしていただき、児童生徒の不登校の解消に向けてご尽力をいただい

た方でございます。昨年度までは各課の事業毎に厳しいご意見をいただ

いており、教育行政に造詣の深い方々でございますので、以上の３名に

お願いいたしたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

寺岡教育長 ただいま議第 18号につきまして、説明がございました。これより質疑を

行います。委員の皆様、何かございますでしょうか。 

 

明 石 委 員 一番大事な委員さんですよね。教育委員会がやってきた執行状況の評価

をしていただくんだから。だから、先生たちが適任なんでしょうけど、

大学の先生だからというわけじゃなくて、教科教育法をちゃんと専門に

している先生方がいいんじゃないかなと思うわけです。意味が分かりま

すか。教育学部の先生も２種類ありますよね。だから一番大事なのは教

科教育を、どんなふうに教えたらいいかということを研究している先生

がいいと思うんです。そういう先生かなと思ったので、大学の先生だか

らいいというわけでもないと思うんですよ。だから例えば、山崎先生は

中学校の校長先生で、実際に中学校で子どもたちを教えたりされている

から、教育方法もちゃんとやっていると思うんです。だからそういう先

生じゃないと、せっかく教育委員会が一生懸命やっていることを厳しく

評価していただくんだけど、そういう観点がないと、大学の教育と義務

教育って全く違うじゃないですか。僕も大学の教官をしていたけど全然

違いますよ。自分の専門をどんどん教えていくんです。 

 

教育政策課長 山崎先生におかれましては経歴を見ますと、平成 22年４月から平成 23

年９月の間、大分大学教育福祉科学部附属中学校の校長先生をしており

ますので、現場はご存知かと思います。一方、新谷なをみ先生も現場出

身の方ですので、山崎先生には、現場も知っているし、総合的な教育学

の観点からも見ていただく、新谷先生に現場の意見も取り入れて、いろ

んな角度からご意見をいただくということで、いろんな角度の先生方を

３人委嘱したいと考えております。 

 

明 石 委 員 もうちょっと言うなら、この先生たちの業績を教えてもらいたいんです

よ。どういう業績があるのか。いや、ただ名前だけだからね。大学の先

生だから論文とかいっぱい書いていると思うんですよ。だから、どうい

う業績で、例えば専門が教育開発とかいうとね、どういう業績があるの

かなと思うんですよ。業績はやっぱり履歴してもらわないといけないで

すよ、我々のやっていることを評価していただくんだから。どういう業

績があるのかなと。 

 

寺岡教育長 業績等についてもあると思います。履歴は出ていると思いますので。 

 

明 石 委 員 いやそうじゃないと、この先生立派ですよと言われて、ああそう、でい

いのかどうか分からないけど、どういう業績の人かなと。大事な評価を
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してもらうんですよ、我々の。だから、どういう業績の持ち主かなと。 

 

教育政策課長 山崎先生には前回もしていただいたんですけど、中身をよく見ていただ

きまして、広い見地から貴重な意見をいただいております。 

 

寺岡教育長 山崎先生と今井先生は継続ですよね。 

 

教育政策課長 はい、山崎先生と今井先生は継続で、今回新谷先生が新任です。 

 

福 島 委 員 これに注釈がいるんですよね、履歴書みたいな。だから今口頭で言われ

るんじゃなくて、もうちょっと詳しい。 

 

明 石 委 員 いや立派な先生と思いますよ。だからどういう業績の持ち主かなという

ことが知りたい。 

 

福 島 委 員 だから、これはこれでいいんですけど、次のときに出してくれませんか。 

 

教育政策課長 経歴を載せたものがありますので、それに業績を載せて、次回お渡しし

たいと思います。 

 

明 石 委 員 どういう研究歴、どういう業績があるのかということを。 

 

寺岡教育長 その他にはございませんか。では他に質疑等もないようでございますの

で、以上で質疑を打ち切り、議第 18号は原案のとおり議決することにご

異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようですので、議第 18号は議決することに決定いたしまし

た。 

 

 

 

◎ 別府市障害者差別等事案解決委員会委員の推薦について 

 

寺岡教育長 次に議事日程第７、議第 19号 別府市障害者差別等事案解決委員会委員

の推薦についてでございます。この件につきまして説明をお願いします。 

 

教育政策課長 15ページをご覧ください。別府市では、別府市障害者差別等事案解決委

員会を設置しておりますが、平成 30 年５月 25 日をもって、委員会委員

の任期が満了いたします。つきましては、この委員会に、教育委員会か

ら１人ご就任賜りたいということで推薦の依頼がありました。任期は委

嘱の日から２年となっております。依頼書の６番にありますように、別

府市では、男女共同参画計画により、市の審議会等における女性委員の

占める割合を 30％以上とすることを目標にしています。これにご理解い

ただき、積極的に女性の推薦を依頼するという内容です。教育委員会の
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ほうで１名のご推薦をお願いいたします。 

 

寺岡教育長 ただいま議第 19号につきまして、説明がございました。これより質疑を

行います。委員の皆様、何かございますでしょうか。 

では、事務局案がございましたらお願いします。 

 

教育政策課長 はい、事務局案としては、小野委員さんにお願いしたいと考えておりま

す。 

 

寺岡教育長  小野教育委員さんということで事務局案が出ておりますが、よろしゅう

ございますか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 他に質疑等もないようでございますので、以上で質疑を打ち切り、議第

19号は原案のとおり議決することにご異議ございませんか。 

 

※異議なし 

 

寺岡教育長 ご異議もないようですので、議第 19号は議決することに決定いたしまし

た。 

 

 

 

◎ 報告事項（１） 

 

寺岡教育長 次に報告事項（１）、平成３０年度別府市教育庁組織及び事務分掌につき

まして、ご説明をお願いいたします。 

 

教育政策課長 別冊資料、平成 30 年度別府市教育庁組織及び事務分掌をご覧ください。

開きまして１ページをご覧ください。教育庁組織図が載っております。

管理職等についても異動がありましたが、前回の会で異動者については

お知らせしておりますので、書面でご確認いただきたいと思います。特

に大きな機構改革等もございませんので、組織的には大きな変化はござ

いません。 

次に２ページをご覧ください。２ページは附属施設等でございますが、

附属施設等についても施設の変化はございません。公民館長が代わって

おりますが、名簿でご覧いただきたいと思います。総勢、５課 53施設合

計 400 人ということで、本年度教育行政に務めてまいりたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

次に４ページをご覧ください。教育委員会の活動状況が載っております

が、教育委員会の開催状況、平成 29年度実績でございます。定例教育委

員会が 12回開催され、審議議案が 40件、報告事項が 26件、臨時教育委

員会が６回開催され、そのうち審議議案が７件、報告事項は０件でござ

います。委員の皆様に参加していただいた主な行事といたしましては、

小中学校・幼稚園の入園式・入学式、また卒園式・卒業式、体育祭・運
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動会等、そして総合教育会議等もございました。ありがとうございます。

また教育庁の事務分掌につきましても、大きな変化はありませんので、

書面にてご確認いただきたいと思います。以上でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま教育政策課長より、説明がございました。これより質疑を行い

ます。委員の皆様、何かございますでしょうか。よろしゅうございます

か。では特に質疑等もないようでございますので、以上で質疑を打ち切

りたいと思います。 

 

 

 

◎ その他（１） 

 

寺岡教育長 次にその他の項に入ります。図書館・美術館一体的整備につきましての

説明をお願いいたします。 

 

教育次長兼社会教育課長 経過報告をさせていただきたいと思います。１枚ものの資料で名簿が上

についたものをご覧いただきたいと思います。図書館・美術館一体構想

の取組につきましては、４月 20日に外部有識者４名、行政職員３名、合

計７名からなる検討委員会を設置しましたので、これまでの経過と今後

の計画についてご報告申し上げます。平成 27 年 10 月に策定いたしまし

た別府市総合戦略で図書館・美術館一体整備を掲げ、平成 28年度には整

備基本構想を策定いたしまして、一体化構想実現に向けた課題を抽出し、

新しい図書館・美術館のビジョンとコンセプトを示したところでござい

ます。今年度は、基本構想をさらに掘り込んだ整備構想を策定しまして、

来年度以降に策定を予定しております基本計画に繋げていきたいと考え

ております。この整備基本構想の策定業務につきましては、５月１日に

事業者選定に係る公募を行ないまして、プロポーザルによる選定を経て、

６月６日に契約をする予定で準備を進めているところでございます。委

託期間につきましては、年内の 12 月 28 日までと考えております。財源

につきましては、近隣自治体が活用した国の交付金等を調査研究をして

いるところでございまして、一般財源の負担ができるだけ少なくなるよ

うに研究をしているところでございます。以上報告でございます。 

 

寺岡教育長 ただいま説明がございましたが、質疑等ございませんでしょうか。 

 

明 石 委 員 ＰＦＩ方式ではできないんですかね。 

 

教育次長兼社会教育課長 今回の支援業務につきましては、その辺の事業手法についてまでの調査

はできませんので、基本計画の中で、そこら辺を調査してですね、ＰＦ

Ｉ、ＰＰＰにするのか、直営でするのか、その辺を明らかにしていきた

いと考えております。 

 

明 石 委 員 京都のようなあんな感じがいいですね。ただ美術館と図書館だけじゃな

くて、いろんなコミュニティの場所。 
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教育次長兼社会教育課長 総合戦略の中でも、今明石委員さんがおっしゃったようなこと、文言も

入っておりますので、当然そういう総合戦略に適した施設ということも

可能性としては十分考えられるんじゃないかと考えております。 

 

明 石 委 員 ぜひ稲尾教育参事さんも、教育委員会への思いを言ってください。 

 

教 育 参 事 今、次長から話がありましたけども、図書館と美術館は必ず整備すると

いう核となる施設で、その整備構想を立てるということなんですけど、

実際は今後基本計画を立てた段階からですね、民間の活力を導入できる

かとか、そういった事業手法であるとか、あるいはもっと広くエリア的

に活用できるような施設にしていくかということはまた検討させていた

だきたいと思います。大分市の美術館と県立美術館がありますので、そ

れとは違う別府らしい独自の美術館を造っていこうという考え方があり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

明 石 委 員 美術館、というより、中に美術館が一部あるよ、というような感じがい

いですね。別府市の市民が、大勢の人が気楽に集まれるような場所とい

うのが今ないから、美術館と図書館を、こういう文化的施設を核にいろ

んなコミュニティの場所を提供するというような幅広いものがあったら

いいなと思います。 

 

寺岡教育長 よろしいですか。では他に質疑等もないようでございますので、以上で

質疑を打ち切りたいと思います。 

 

 

 

◎ その他（２） 

 

【 概 要 】 ※スポーツ健康課長より、平成 30 年度中学校体育大会教育委員訪問日

程、及び小学校運動の日程の予定について説明があった。 

 

 

 

◎ その他（３） 

 

【 概 要 】 ※教育政策課長より、平成 30 年度大分県市町村教育委員会連合会総会

について説明があった。 

 

 

 

◎ その他（４） 

 

【 概 要 】 ※平成 30年５月定例教育委員会の開催日程について、平成 30年５月 30

日（水）15：00より開催することが決まった。 
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◎ 報告事項（１） ※非公開 

 

寺岡教育長 ここからは非公開となりますので、学校教育課以外の課の皆様は、申し

訳ございませんが、ご退席をお願いいたします。 

 

※関係課以外退席 

 

寺岡教育長 再開いたします。報告事項（２）別府市立学校のいじめ事案に関する調

査結果報告につきまして、ご説明をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 閉会 

 

寺岡教育長  以上で本日の議事は全て終了いたしました。これを持ちまして、平成 30

年４月定例教育委員会を閉会したいと思います。本日はお疲れさまでし

た。 

 

 

 

・発言の内容について、単純ミスと思われる字句、重複した言葉づかい等を整理の上

作成しています。 

 

 

以下非公開 


